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(57)【要約】
【課題】　貫通電極付ガラス基板を使用して低コストで
小型化・薄型化・軽量化を実現しさらに信頼性の高いチ
ップサイズのパッケージングデバイス装置を提供する。
【解決手段】　本発明に係るイメージセンサ１０は半導
体基板１２の第１主面にはＣＣＤ方式あるいはＣＭＯＳ
方式の受光部１２ｂが形成され、同一面上に信号引き出
しのための配線が設けられる。この半導体基板１２の第
一主面の周辺部には外部回路に接続するためのパッドが
設けられている。この第一主面を覆うように、貫通電極
付ガラス基板１１が配置され、貫通電極１１ｂが前述の
パッドに電気的に接続されている。ここで、半導体基板
１２と貫通電極付ガラス基板１１の相対する面の周辺部
には封止材１４が配置され、半導体基板１２と貫通電極
付ガラス基板１１とを機械的に接着すると同時に受光部
１２ｂを外部環境から遮断して保護することでパッケー
ジングデバイス装置を形成する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極群を有するデバイス素子を収容したパッケージのベース部材に複数個の貫通電極を
所定位置に配置したガラス基板を用い、前記電極群と前記貫通電極とを封止材を迂回して
配置した接触媒体の介在により外部回路に引き出すことを特徴とするパッケージングデバ
イス装置。
【請求項２】
　前記デバイス素子がＣＣＤやＣＭＯＳのイメージセンサ、半導体やＭＥＭＳデバイスま
たは液晶パネルであることを特徴とする請求項１に記載のパッケージングデバイス装置。
【請求項３】
　前記接触媒体がパンプ電極、あるいはＷＢまたはＢＧＡであることを特徴とする請求項
１に記載のパッケージングデバイス装置。
【請求項４】
　前記貫通電極がガラス対金属シール構造のファインビアであることを特徴とする請求項
１ないし３に記載のパッケージングデバイス装置。
【請求項５】
　前記ファインビアは外郭径の寸法φが１５０μｍ以下、ビアセンタ間ピッチの寸法が３
００μｍ以下の微細構造であることを特徴とする請求項４に記載のパッケージングデバイ
ス装置。
【請求項６】
　前記ファインビアの気密度がヘリウム吹き付け法による気密性の測定値が１×１０－８

Ｐａ・ｍ３／ｓｅｃ未満であることを特徴とする請求項４または５に記載のパッケージン
グデバイス装置。
【請求項７】
　複数個の金属導体をガラス基板にガラス対金属シール構造により作製した複数個の貫通
電極ビアを所定位置に配置したガラス基板であって、このガラス基板の貫通電極ビアは外
郭径寸法φが１５０μｍ以下、およびセンタ間寸法が３００μｍ以内の間隔で埋設された
ことを特徴とするパッケージング用ベース部材。
【請求項８】
　前記ガラス基板における前記貫通電極ビアの気密度はヘリウム吹き付け法による気密性
測定値が１×１０－８Ｐａ・ｍ３／ｓｅｃ未満であることを特徴とする請求項７に記載の
パッケージング用ベース部材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は貫通電極付ガラス基板を用いたＣＣＤ、ＣＭＯＳ素子・液晶パネル等のパッ
ケージングデバイス装置に関し、特に、ファインビアの貫通電極付ガラス基板を用いたパ
ッケージ用ベース部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＥＭＳデバイスやＣＣＤ、ＣＭＯＳ素子、液晶等の各種デバイスは小型・軽量・高性
能なデバイスとして広く利用されているが、デリケートな電極材料や構造上、外部環境に
影響されやすくこれを避けるために気密パッケージして使用される。また、同様な気密パ
ッケージングのイメージセンサは近年携帯電話のカメラモジュール内に採用され、小型化
・薄型化・軽量化に加えて低価格化への要求に対応している。たとえば、ＣＣＤやＣＭＯ
Ｓ素子を用いたイメージセンサは、特許文献１や特許文献２に示されるように、セラミッ
クパッケージにセンサを収納後、ワイヤボンディングで電気的接続を行い、ガラスなどの
透明な蓋を用いて封止していた。また、特許文献３や特許文献４に示されるように、イメ
ージセンサ全体を小型化するＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ）を実現
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する方法が知られている。これらの場合にはＣＣＤやＣＭＯＳ素子が形成された半導体シ
リコンウエハの裏面から表面に貫通する孔や溝を設け、表側と裏側を電気的に接続し、外
部回路への接続は半導体ウエハの裏面に配置したボールバンプにより行っている。
【特許文献１】特開平１０－１０７２４０号公報
【特許文献２】特開２００６－１４０３８４号公報
【特許文献３】特開２００７－３１２０１２号公報
【特許文献４】米国特許６，７７７，７６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１および２の場合、イメージセンサ全体の寸法は平面積、高さ共に内
部のセンサ素子に比べて格段に大きくなってしまうという欠点があった。また、特許文献
３や４の場合、小型化・薄型化・軽量化は実現できるものの、半導体に孔もしくは溝をエ
ッチングなどで作製し、その表面に絶縁処理を施し、さらに孔もしくは溝の内部に金属に
よる配線層を作製する工程が必要でコストが嵩むものとなっていた。そのために、気密パ
ッケージング用部材の改良としてパッケージ構成部材の開発が望まれていた。
【０００４】
　したがって、本発明の第一の目的は、半導体・ＭＥＭＳデバイスや液晶パネルを使用す
るデバイス装置の小型化・薄型化・軽量化および低コスト化を図ることのできる新規かつ
改良されたデバイス装置の提供にある。
【０００５】
　本発明の別の目的は、貫通電極を有するガラス基板をベース部材に用いるパッケージの
改良と共にこのパッケージ内に収納する多数の電極を有する各種デバイス素子との電気的
接続の容易化により低価格化を実現することのできる各種デバイス装置を提供することに
ある。特に、ガラス対金属シール（以下Ｇｌａｓｓ　ｔｏ　Ｍｅｔａｌ　Ｓｅａｌの頭文
字を表示するＧＴＭＳと呼ぶ）構造による高温加熱プロセスを経て封止された貫通電極付
ガラス基板を用いたパッケージとして、新規かつ改良されたパッケージング用ベース部材
の提供とそれを使用してデバイス素子をパッケージングする各種デバイス装置の提供を目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明においては、多数の電極または電極群を有する各種デバイス素子の１個ないし複
数個が気密パッケージに収容され、パッケージ用ベース部材に所定範囲内に複数個の貫通
電極を配置したガラス基板を用いる。そして、このガラス基板の貫通電極をデバイス素子
の電極群と接続し、パッケージング用封止材に掛らない構造で外部回路にリード導出する
ことを特徴とするパッケージングデバイス装置が提供される。ここで、前記貫通電極を有
するガラス基板はデバイス素子の導出電極に対応させて貫通電極が形成され、接触媒体を
介在して外部回路にリード導出される。また、前記デバイス素子には半導体やＭＥＭＳデ
バイス、またはＣＣＤやＣＭＯＳを用いたイメージセンサなどが気密パッケージされてチ
ップサイズのデバイス装置が構成される。さらに、前記多数の電極を有するデバイス素子
として対向電極間に液晶を介在させた液晶パネルがあり、少なくとも一方の電極を貫通電
極の配置されたガラス基板を使用しその内面に多数の透明電極群を形成した液晶型ディス
プレイデバイス装置もある。貫通電極を配置したガラス基板はＧＴＭＳ構造でファインビ
アタイプのガラス基板が好ましく、それにより、低価格化に有利な各種のデバイス装置が
提供される。また、ＣＣＤあるいはＣＭＯＳ素子の受光面側に配置した保護用ガラス基板
の周辺部に貫通電極を設け、この貫通電極をＣＣＤあるいはＣＭＯＳ素子受光面の周辺部
に設けた電極取り出し部に接続し、さらにＣＣＤあるいはＣＭＯＳ素子が形成された半導
体ウエハとこの保護用ガラス基板とを貼り合わせて封止して、低コストで小型化・薄型化
・軽量化を実現しさらに信頼性の高いイメージセンサを提供する。
【０００７】
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　本発明の別の観点によれば、貫通電極を配置したガラス基板はビア径φが１５０μｍ以
下、かつビアセンタ間の寸法であるビアピッチが３００μｍ以下である高温加熱プロセス
を経たＧＴＭＳ構造のファインビアガラス基板をパッケージのベース部材として使用する
ことを提案し、それを用いた各種のパッケージングデバイス装置を提供する。換言すると
、貫通電極のビアセンタ間の寸法を３００μｍ以下にするにはビア径φは最低限２５０μ
ｍであり、好ましくは、これより小さいビア径φを１５０μｍ以下に限定され、それによ
り、前記貫通電極を配置したガラス基板はヘリウム吹き付け法による気密性測定値を１×
１０－８Ｐａ・ｍ３／ｓｅｃ未満にしたパッケージ内の気密性を確保することを特徴とす
る。
【０００８】
　本発明によれば、イメージセンサの受光面と外部基板への取り付け部が同一方向にある
ために、フィルタやレンズなどの光学的な外付け部品を含む外部基板を位置精度良く取り
付けることができるために光学的特性の向上が図れる。また、ＣＣＤあるいはＣＭＯＳ素
子のみならずＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）などの周辺
ＩＣをイメージセンサと同一パッケージ内に収納する場合においても、著しい小型化が達
成できる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、貫通電極付ガラス基板をパッケージのベース部材として使用すること
により、小型化、薄型化、軽量化と共に信頼性の高い気密パッケージの光応用デバイスを
低コストで提供できる。たとえば、従来のデバイス素子はシリコンウエハからダイシング
により個別素子を分離後、個々にセラミックパッケージに収容して封止していたのでパッ
ケージングコストが嵩み製造コストを上げていた。また、ワイヤボンディングによる電気
的接続上の問題点があった。これらのコスト的問題点は複数個の貫通電極付ガラス基板を
パッケージング用ベース部材として使用することにより解消する。
【００１０】
　一方、本発明は各種の貫通電極付ガラス基板の製法に関し、それぞれの特長を検討して
ＧＴＭＳ法によるファインビアのガラス基板の採用を見い出した。このガラス基板は高温
プロセスによりビアピッチの微細化と気密性の向上を実現し、それによる小型化と高信頼
化を実現可能にした。また、フロート法による特定のガラスの使用で高品質で無色透明な
ガラスを提供し、比誘電率特性でも高周波用途に適合するなどのメリットを発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、電極群を有するＭＥＭＳまたは光応用デバイス素子を収容するパッケージを
備え、このパッケージのベース部材に複数個の貫通電極を所定位置に配置したガラス基板
を用い、前記電極群と前記貫通電極を接続してリード導出することを特徴とするセンサま
たは光を応用するパッケージングデバイス装置である。また、デバイス素子がＭＥＭＳセ
ンサ、液晶パネル、ＣＣＤまたはＣＭＯＳのイメージセンサである。ここで、リード導出
は、素子電極に対応して貫通電極が形成され、両電極が直接又はバンプ等の接触媒体を介
して接続され、これらが封止材を回避する位置又は迂回する状態で外部回路に接続したこ
とを特徴とする。なお、液晶素子では対向する透明電極間に液晶を介在させて構成し、一
方の透明電極を前記貫通電極が配置された前記ガラス基板に形成した多数の液晶パネルに
より液晶ディスプレイを構成する。ここで、ガラス基板は貫通電極がガラス対金属シール
構造のＧＴＭＳタイプファインビア付ガラス基板で構成し、ビアの外郭径寸法φが１５０
μｍ以下、ビアセンタ間のピッチ寸法が３００μｍ以下とすること、また、高温プロセス
により加工処理して作製され、その気密度はヘリウム吹き付け法による気密性測定値を１
×１０－８Ｐａ・ｍ３／ｓｅｃ未満としたことを特徴とする。ファインビア化のために外
径寸法φやビアセンタ間寸法を制限するものであり、このＧＴＭＳタイプファインビア付
貫通電極を配置したガラス基板をベース部材に使用してパッケージングしたデバイス装置
を提供する。さらに、パッケージの気密度を高く設定することでファインパッケージの信
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頼性を高める。また、このようなパッケージングを低価格で提供する。
【００１２】
　本発明に関する貫通電極を配置したガラス基板をパッケージングに使用した光応用デバ
イスとして、たとえば、多数の透明電極をガラス表面に形成した一対のガラス基板間にス
ペーサを介在させて液晶を充填し両基板をシール材で気密封止して構成し電極間に電圧印
加する液晶パネルがある。この液晶パネルは貫通電極付ガラス基板を使用して電極からの
外部引き出しにシール部材とガラスの間を通さずに構成されるのに対し、従来のシール材
とガラスの間を通って電極がパネル内部から外部へ引き出す構成とは相違する。それ故に
、シール部材からの液晶漏れが回避できるほかにシール材の選択幅を広げることができる
。また、パネルの片側に電極引出部を纏めることで装置内の配線を簡素化する。これは電
極付ガラス基板を用いてパネル内部から外部への引き出しにおいてシール材とガラスの間
を通さないことによる。
【００１３】
　本発明の別の観点は、多数の電極から成る電極群を有するＭＥＭＳまたは光応用デバイ
ス素子を収容したパッケージのベース部材に複数個の貫通電極を所定位置に配置したガラ
ス基板を用い、前記電極群と前記貫通電極とを接触媒体の介在により外部回路にリード導
出することを特徴とするセンサまたは光を応用するパッケージングしたデバイス装置が提
供され、前記デバイス素子がＣＣＤやＣＭＯＳのイメージセンサ、半導体やＭＥＭＳデバ
イスまたは液晶パネルであり、チップサイズパッケージングしたことを特徴とする。また
、液晶パネルは対向する電極間に液晶を介在させ、一方の透明電極を前記貫通電極が配置
された前記ガラス基板に形成した多数の液晶パネルにより構成する。ここで、前記ガラス
基板の所定位置に配置した貫通電極は、ガラス対金属シール構造（以下ＧＴＭＳ構造と呼
ぶ）であり、ファインビア貫通電極とした。このファインビア貫通電極はビアの外郭径寸
法φが１５０μｍ以下、ビアセンタ間のピッチ寸法が３００μｍ以下の微細構造である。
また、ガラス基板は高温加熱のＧＴＭＳプロセスを経て作製され、前記ファインビア貫通
電極のヘリウム吹き付け法による気密性測定値を１×１０－８Ｐａ・ｍ３／ｓｅｃ未満の
気密度で所定位置に配置したことを特徴とする。
【００１４】
　更に別の観点によれば、複数個の金属導体をガラス基板にガラス対金属封止構造により
作製した複数個の貫通電極を所定位置に配置したガラス基板であって、このガラス基板の
貫通電極はビア外郭径寸法φが１５０μｍ以下、およびビアセンタ間寸法が３００μｍ以
下にして埋設されたことを特徴とするパッケージング用ベース部材を提供する。加えて、
このガラス基板における前記貫通電極の気密度はヘリウム吹き付け法による気密性測定値
が１×１０－８Ｐａ・ｍ３／ｓｅｃ未満とするパッケージング用ベース部材を提供する。
【実施例１】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明に係る実施例について説明する。図１は本発明の第１の実
施例としてのイメージセンサ１０の概要構成を示す要部部分断面図である。図示するよう
に、このイメージセンサ１０は半導体基板１２の第１主面にはＣＣＤ方式あるいはＣＭＯ
Ｓ方式の受光部１２ｂが形成され、同一面上に信号引き出しのための配線（図示せず）が
設けられる。この半導体基板１２の第一主面の周辺部には外部回路に接続するためのパッ
ド（図示せず）が設けられている。この第一主面を覆うように、貫通電極付ガラス基板１
１が配置され、貫通電極１１ｂが前述のパッドに電気的に接続されている。さらに、半導
体基板１２と貫通電極付ガラス基板１１の相対する面の周辺部には封止材１４が配置され
、半導体基板１２と貫通電極付ガラス基板１１とを機械的に接着すると同時に受光部１２
ｂを外部環境から保護するパッケージングデバイス装置を構成している。ここで、半導体
基板１２と貫通電極付ガラス基板１１を機械的に結合して受光部１２ｂを外部環境から遮
断し、保護する封止材は素子電極を貫通電極に接合するパッドの電極位置を避けて設けら
れ、外部導出ルートが封止材を迂回している。なお、封止材は封止部分の気密性への要求
程度に応じて樹脂、金属、ガラス材が使い分けられる。高度の気密性を要求される場合に
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は、はんだ、ろう材等の金属もしくはガラス材料が適し、該要求が低い場合には樹脂によ
る封止も可能である。また、貫通電極付ガラス基板１１の半導体基板１２に接しない側の
面には貫通電極１１ｂに接続する外部電極１３が設けられプリント基板などの外部回路へ
の接続を可能としている。
【００１６】
　さらに、上記実施例１における外部電極導出構造の変形例として図２に示す構造がある
。この場合、外部電極の導出には、図１における外部電極１３に代えて、ボールバンプ２
３が配置される。この方法によれば外部電極の取り出し構造を容易に実現可能とする。こ
のように、第１の実施例によれば、半導体基板１２に溝や孔の形成加工を施すことなく、
また、そうした溝や孔への絶縁処理および金属配線を伴うことなく、比較的安価に受光部
１２ｂの密封保護と信号配線の外部への取り出しができて、小型化・薄型化・軽量化され
かつ信頼性の高いイメージセンサを低コストで提供することができる。
【００１７】
　次に、貫通電極付ガラス基板１１を用意するための具体的製造事例について詳述する。
代表的な方法として、サンドブラスト法、ドリル穴あけ法、ＧＴＭＳ法の３つの方法があ
るが、それぞれの方法で調達したガラス基板について比較しつつ説明する。まず、サンド
ブラスト法は基板の厚さによるが実用的な孔径は３００μｍ以上である。また、断面方向
にテーパーがつくために微小ピッチの加工は難しい。加工部分端部のチッピングが起こり
易く、配線の断線や実装後のガラス屑発生による障害が起こり易い。次に、ドリルによる
穴あけ法はストレート状の孔は形成できるが実用可能な孔径はドリル径の限界から制約さ
れてサンドブラスト法と同様に３００μｍ程度である。また、通常、一ヶ所ずつの穴あけ
となるので加工時間の増加が著しい。レーザーによる穴あけも現実的にはストレート形状
の穴あけは難しく、孔径のコントロールも難しい。さらに、ガラスへのレーザー加工の場
合には加工部分に大きな歪みが残留するという問題もある。一方、ＧＴＭＳ法は気密端子
と同様な製法によるものである。気密端子はデバイスへの電力供給や電気・光信号の入出
力を効率的に行う気密パッケージの構成部品であるが、金属とガラスを基本的な構成材料
としてガラスの軟化点以上の高温にて流動性、物理化学的活性を高めた状態のガラスに耐
熱性のある金属部品を接着または貫入させるプロセスにより密着性・気密性の高いパッケ
ージ構造を得ている。この手法により製作された貫通電極付ガラス基板については、たと
えば、特開２００７－０６７３８７号公報に開示される方法であって、比較的安価に作製
することができる。したがって、本発明の構成部品として適用することが望ましい。以後
、この製法によるガラス基板をファインビアガラス基板と呼ぶことにする。
【００１８】
　表１は本発明に使用される貫通電極付ガラス基板の製造方法として採用される３種類の
異なる手法についての特長事項を示している。これらのガラス基板のガラス材料はそれぞ
れの加工方法や使用目的に応じて選定しなければならない。この表１では６つの項目につ
いてそれぞれの特長的事項と実用上の４区分評価とを示している。一方、表２は表１に掲
げる製造方法のうち、ファインビアガラス基板として製造された場合についての製造可能
な特長事項を示している。ここでは使用材料の物理的特性として９項目を挙げる。例えば
、使用材料として、ガラス材料が市販品のテンパックスフロート（登録商標）が使用され
、電極用金属材料にはタングステン（Ｗ）が使用されている。
【００１９】
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【表１】

【００２０】
【表２】
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【実施例２】
【００２１】
　本発明の第２の実施例は実施例１のイメージセンサを利用して作製されるカメラモジュ
ール３０である。図３に示すように、イメージセンサ１０は、その受光部１２ｂに対応す
る位置が開口するプリント配線板３１上に配置される。イメージセンサ１０の外部電極１
３とプリント配線板３１上の配線３３とがはんだなど（図示せず）によって電気的に接続
されている。プリント配線板３１の、イメージセンサ１０を配置した面の反対側にはＩＲ
カットフィルタ３４およびレンズ３５などの光学部品が支持部材３２により保持され、プ
リント配線板３１に接着されている。また、プリント配線板３１と支持部材３２とは樹脂
を用いて一体成型されたものでもよい。ここで、プリント配線板３１の配線３３には必要
に応じて外付部品３６が１個もしくは複数個接続されていてもよい。この第２の実施例に
よれば、イメージセンサ１０の受光部１２ｂをレンズ３５の光軸に垂直に配置することが
容易であり、カメラモジュール３０の光学特性を向上させる。さらに小型化・薄型化・軽
量化されたカメラモジュールを提供することが可能である。
【実施例３】
【００２２】
　図４は本発明の第３の実施例を示したイメージセンサと該イメージセンサからの信号を
処理するＤＳＰを同一パッケージ内に収納したイメージセンサモジュール４０を示す断面
図である。図４に示すように、半導体基板４２の第１主面にはＣＣＤ方式あるいはＣＭＯ
Ｓ方式の受光部４２ｂが形成され、同一面上に信号引き出しのための配線（図示せず）が
設けられ、本第一主面の周辺部には外部回路に接続するためのパッド（図示せず）が設け
られている。この第一主面を覆うように、貫通電極付ガラス基板４１が配置され、貫通電
極４１ｂが前述のパッドに電気的に接続されている。また、半導体基板４２と貫通電極付
ガラス基板４１の相対する面の周辺部には封止材４４が配置され、半導体基板４２と貫通
電極付ガラス基板４１とを機械的に接着すると同時に受光部４２ｂを外部環境から遮断し
、保護している。さらに貫通電極付ガラス基板４１の半導体基板４２に接しない側の面に
は貫通電極４１ｂに接続する外部電極４３が設けられプリント基板などの外部回路への接
続を可能としている。
【００２３】
　さらに貫通電極付ガラス基板４１には半導体基板４２への接続電極となる貫通電極４１
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ｂより外周側に貫通電極４１ｃを有する。また、半導体基板４２の受光部４２ｂを含む面
の反対側にはＤＳＰ４５が配置されている。該ＤＳＰ４５の外部への入出力端子（図示せ
ず）はボンディングワイヤ４６により貫通電極付ガラス基板４１内の貫通電極４１ｃに接
続されている。さらに半導体基板４２、ＤＳＰ４５、およびボンディングワイヤ４６は互
いの位置関係と接続状態を固定させるために樹脂４７によって覆われている。該樹脂４７
は貫通電極付ガラス基板４１の片面に密着し、イメージセンサ４０全体の形状を決定して
いる。
【００２４】
　なお、第１の実施例および第３の実施例について、図１、図２および図４ではそれぞれ
１個のパッケージングデバイス装置を示すが、これらはその製造工程では複数個を同時に
作製することができる。すなわち、図５（ａ）～（ｂ）に示すように、第１の実施例のイ
メージセンサ５０を製作する場合において、まず、第１主面にＣＣＤ方式あるいはＣＭＯ
Ｓ方式の受光部５２ｂが複数形成され、同一面上に信号引き出しのための配線（図示せず
）が設けられ、受光部５２ｂの周辺部には外部回路に接続するためのパッド（図示せず）
が設けられている半導体ウエハ５２を用意する。次にこの第一主面を覆うように、貫通電
極付ガラス基板５１が配置され、貫通電極５１ｂが前述のパッドに電気的に接続される。
また、半導体ウエハ５２と貫通電極付ガラス基板５１の相対する面において、各々の受光
部５２ｂの周辺部には封止材５４が配置され、半導体ウエハ５２と貫通電極付ガラス基板
５１とを機械的に接着すると同時に各々の受光部５２ｂを外部環境から遮断し、保護して
いる。さらに貫通電極付ガラス基板５１の半導体ウエハ５２に接しない側の面には貫通電
極５１ｂに接続する外部電極５３が設けられプリント基板などの外部回路への接続を可能
とする。しかる後に、接着一体化された半導体ウエハ５２と貫通電極付ガラス基板５１と
をダイサなどを用いて、図５（ａ）に破線および矢印にて示された部分を削り取り、図５
（ｂ）に示すように個々に分離された複数のイメージセンサ５０を得る。
【００２５】
　一方、図６（ａ）～（ｅ）に示すように、第３の実施例のイメージセンサモジュール６
０を製作する場合においては、まず第１主面にＣＣＤ方式あるいはＣＭＯＳ方式の受光部
６２ｂが複数形成され、同一面上に信号引き出しのための配線（図示せず）が設けられ、
受光部６２ｂの周辺部には外部回路に接続するためのパッド（図示せず）が設けられてい
る半導体ウエハ６２を用意する。次にこの第一主面を覆うように、貫通電極付ガラス基板
６１が配置され、貫通電極６１ｂが前述のパッドに電気的に接続される。（図６（ａ）参
照）。また、半導体ウエハ６２と貫通電極付ガラス基板６１の相対する面において、各々
の受光部６２ｂの周辺部には封止材６４が配置され、半導体ウエハ６２と貫通電極付ガラ
ス基板６１とを機械的に接着すると同時に各々の受光部６２ｂを外部環境から遮断し、保
護している。さらに貫通電極付ガラス基板６１の半導体ウエハ６２に接しない側の面には
貫通電極６１ｂに接続する外部電極６３が設けられプリント基板などの外部回路への接続
を可能とする。また、さらに貫通電極付ガラス基板６１には半導体ウエハ６２への接続電
極となる貫通電極６１ｂより外周側に貫通電極６１ｃを有する。該貫通電極６１ｃは後に
ＤＳＰ６５をボンディングワイヤ６６接続するための電極である。
【００２６】
　ここで、半導体ウエハ６２の内で図６（ａ）の矢印Ａで示される部分をダイサなどを用
いて削り取り、図６（ｂ）に示す中間製品を得る。この中間製品は、図６（ｃ）に示すよ
うに、個々に切断された半導体ウエハ６２の個々の受光部６２ｂを含む面の反対側に各々
ＤＳＰ６５を接着配置し、該ＤＳＰ６５の外部への入出力端子（図示せず）をボンディン
グワイヤ６６により貫通電極付ガラス基板６１内の貫通電極６１ｃに接続する。次に、図
６（ｄ）に示すように、個々に切断された半導体ウエハ６２、ＤＳＰ６５、およびボンデ
ィングワイヤ６６の対を樹脂６７によって覆う。最後に、貫通電極付ガラス基板６１の内
で図６（ｄ）の矢印Ｂで示される部分をダイサを用いて削り取り、図６（ｅ）に示す最終
製品を得る。上記各実施例に使用する貫通電極付ガラス基板には、本発明の特徴であるＧ
ＴＭＳ構造のファインビアガラス基板が使用されており、このガラス基板の諸特性は表２
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【００２７】
　なお、図５（ａ）～（ｂ）および図６（ａ）～（ｅ）は、１個のイメージセンサまたは
イメージセンサモジュールの全体の断面図および隣り合う２個のイメージセンサまたはイ
メージセンサモジュールの部分的断面図を示すが、実際の製作工程においては半導体ウエ
ハまたはウエハ状態で形成される貫通電極付ガラス基板の大きさに応じてＸ方向（水平方
向）およびＹ方向（垂直の方向）に、より多くの複数のイメージセンサもしくはイメージ
センサモジュールが配置される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１の実施例のイメージセンサの構成を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例のイメージセンサの別の構成を示す断面図である。
【図３】本発明の第２の実施例のカメラモジュールの構成を示す断面図である。
【図４】本発明の第３の実施例のイメージセンサモジュールの構成を示す断面図である。
【図５】本発明の第１の実施例のイメージセンサの製造過程を説明するための断面図であ
る。
【図６】本発明の第３の実施例のイメージセンサモジュールの製造過程を説明するための
断面図である。
【符号の説明】
【００２９】
１０，　２０・・・イメージセンサ、　３０・・・カメラモジュール、
４０・・・イメージセンサモジュール、
１１，　４１，　５１，　６１・・・ガラス基板、　１１ａ，　４１ａ・・・ガラス、
１１ｂ，　４１ｂ，　４１ｃ，　５１ｂ，　６１ｂ，　６１ｃ・・・貫通電極、
１２，　４２・・・半導体基板、　１２ｂ，　４２ｂ，　５２ｂ，　６２ｂ・・・受光部
、
１３，　２３，　４３，　５３，　６３・・・外部電極、
１４，　４４，　５４，　６４・・・封止材、　３１・・・プリント配線板、
３２・・・支持部材、　３３・・・配線、　３４・・・ＩＲカットフィルタ、
３５・・・レンズ、　３６・・・外付部品、　４５，　６５・・・ＤＳＰ、
４６，　６６・・・ボンディングワイヤ、　４７，　６７・・・樹脂、
５２，　６２・・・半導体ウエハ
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